
１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成２６年４月１日現在の人数である。
      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には
      　当該職員を含んでいない。

(3) ラスパイレス指数の状況

　　　２　 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

平成２７年４月１日のラスパイレス指数が１００を超えている理由及び改善の見込み

　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がない
　　　　とした場合の値である。

　級別の職員構成割合について、4級、5級の割合が高いことが要因と考えられる。
　国や類似団体等を参考としながら、構成割合が適当となるよう制度・運用等の見直しを検討する。

1,454,726 228,499 518,682 2,201,90726年度 349

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

平成 人 千円 千円

　　計　　Ｂ

14.3

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

26年度 53,050 22,265,097 701,434 3,287,358 14.8

　　　　（27年1月1日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

平成 人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

光市の給与・定員管理等について

区　　分 住民基本台帳人口 歳 出 額

Ｂ／Ａ

実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

25年度の人件費率

　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

千円千円

5,8766,309

　　　　　千円 千円

一人当たり給与費給与費 B/A期末・勤勉手当

（参考）類似団体平均（参考）一人当たり

（注）１　 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を
　　　　 100として計算した指数。
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(4) 給与改定の状況 ※光市では人事委員会を設置していない。

①月例給

②特別給

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

〔　実施　〕

実施内容

②地域手当の見直し

〔　未実施　〕

地域手当の支給対象職員はおらず、見直しを実施していない。

③その他の見直し内容

〔　未実施　〕

(6) 特記事項（平成２７年４月１日現在）
　 市長の給料について１０％の減額を実施

副市長、教育長の給料について３％の減額を実施

【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の
見直し等に取り組むとされている。

（給料表の改定実施時期）　平成２７年４月１日
（内容）　一般行政職の給料表について、国と同様の引下げを行い、激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３
１日まで）の経過措置（現給保障）実施。
　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は
    期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

月

25

月

25 - - - -

年度 月 月 月 月 月

公務員の 較差 勧　告 年間支給月数

割合　　　　　　A 支給月数　　　B A-B （改定月数） 支　給　月　数

－-

年度 円

25

円 円

- - （　　　-　　　％）

％

国　の　改　定　率

％

-

A

給　与　改　定　率

B A-B （改定率）

％

（参考）

民間給与 公務員給与 較差 勧　告

（参考）

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較し
    た平均給与月額である。

区　　分

人事委員会の勧告

民間の支給 国　の　年　間

4.10-

区　　分

人事委員会の勧告

2



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２７年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ

　　　　ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除

　　　　いたもの）で算出している。

(2) 職員の初任給の状況（平成２７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

技能労務職

一般行政職

区　　　　　分

高　校　卒 294,600 308,100

国山　口　県

141,900

142,100

184,300 174,200

-

光　市

180,900

大　学　卒

149,500 142,100

区　　　　分

高　校　卒

経験年数10年

高　校　卒

372,875

技能労務職

― ― ― ―

高　校　卒

一般行政職

343,000

400,933385,240

― ― ― ―

類似団体 50.5 39 310,183 342,918 324,104

328,318

山口県 54.3 311,600 ―

国 50.2 2,994 289,141

52

― ― ― ―光　市 52.7 5 338,040 361,621 343,540

参考

平均年齢 職員数
平均給料
月額

平均給与
月額(A)

平均給与
月額(国比較
ﾍﾞｰｽ)

対応する民間
の類似職種

平均年齢 A/B

参考

類似団体 42.8 326,813 397,385 357,194

区分

公　　務　　員 民　　間

平均給与
月額(B)

413,472 365,439

国 43.5 334,283 ― 408,996

山口県 43.7 340,400

348,877

区　　分 平均年齢
平均給与月額平均給料月額 平均給与月額

（国比較ベース）

253,400

297,100

340,072

光市 42.0 324,334 381,937

261,650

207,200

―

―

――

372,750 381,225

経験年数20年 経験年数30年

320,806

大　学　卒 174,200大　学　卒 174,200

経験年数25年
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２７年４月１日現在）

（注）１　光市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注）平成19年に9級制から8級制に変更している。（旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合）

１　　級 定型的な業務を行う職務並びに主事補及び技師補の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

32 10.5

２　　級 主事、技師及び参事の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

24 7.9

３　　級 主任の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

27 8.9

４　　級 主査の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

68 22.4

５　　級
市長事務部局、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局及び農業
委員会事務局の係長、主任主査の職務並びにこれらと同程度と認める職務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

92 30.3

６　　級
市長事務部局の課長、教育委員会事務局の課長、議会事務局の次長、選挙管理委
員会事務局の局長、農業委員会事務局の局長、公平委員会事務局の局長及び監査
委員事務局の局長の職務並びにこれらと同程度と認める職務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

46 15.1

0 0.0

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

15 4.9

区　　分 標準的な職務内容 職員数

７　　級
市長事務部局の部長及び部次長、教育委員会事務局の教育部長及び議会事務局の
局長の職務並びにこれらと同程度と認める職務

８　　級 困難な業務を所掌する部長の職務及びこれと同程度と認める職務

構成比

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

１級 10.5% １級 8.6%
１級 3.0%

２級 7.9% ２級 6.6%

２級 5.6%

３級

8.9% ３級

8.3%
３級

10.9%

４級

22.4%
４級

24.3%
４級

30.9%

５級

30.3%

５級

31.2%

５級

28.9%

６級

15.1%
６級

15.3%

６級

16.1%

７級 4.9% ７級 5.7% ７級4.6%

0%
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50%

60%
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100%

平成27年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況（平成２７年４月１日現在）

４　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算　5～20％ ・　役職加算　     5～20％ ・　役職加算　     5～20％

・　管理職加算　なし ・　管理職加算　15～25％ ・　管理職加算　10～25％

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　○勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当（平成２７年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した職員に支給された平均額である。

職員の昇給は、毎年１月1日を基準として、昇給日前1年間に係る当該職員の勤務成績に基づき、勤務評
定により昇給の号給数を決定している。
なお、平成２７年１月１日昇給より、人事評価制度（能力評価）結果に基づき、昇給の号級数を決定するこ
ととした。

49.59 49.59 49.59 49.59

4,959 24,111

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

光　　　　　　　　　　　市 国

20.445 25.55625 20.445 25.55625

1.45 0.7 1.45 0.7 1.45

人事評価制度試行中であり、制度を本格導入するまでは、一律で支給する。

0.7

2.6 1.5 2.6 1.5 2.6 1.5

光　　　　　市 山　　　　　口　　　　　県 国

１人当たり平均支給額（平成26年度） １人当たり平均支給額（平成26年度）
―

1,379 1,696
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(3) 地域手当 ＊支給対象職員はおらず、地域手当を支給していない。

(4) 特殊勤務手当（平成２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

職員 １人当 た り 平均支給年額 （ 平成 26 年 度決算 ） 312

支 給 実 績 （ 平 成 25 年 度 決 算 ） 110,339

職 員 １ 人当 た り 平均支給年額 （ 平成 25 年 度決算 ） 313

異常気圧内作業手当 下水道課職員
下水道課に勤務する職員で圧搾空
気内で行う作業に従事

日額　300円

支 給 実 績 （ 平 成 26 年 度 決 算 ） 108,908

職務手当

1　環境事業課職員
2　深山浄苑職員
3　下水道課職員
4　建築住宅課職員

1　ごみ収集業務に従事
2　し尿処理業務に従事
3　下水道課に勤務する職員で汚水
　が流入している管渠及び排水設備
　の調査、検査に従事
4　建築住宅課に勤務する職員で市
　営住宅の維持補修に従事

1  日額　300円
2  日額　500円
3  日額　300円
4  日額　300円

用地交渉手当
公用地の取得又は損失補償
のためその交渉に正規の勤
務時間外に従事する職員

公用地の取得又は損失補償のため
その交渉に正規の勤務時間外に従
事

日額　300円

感染症防疫作業に従事する
職員
（福祉総務課、健康増進課職
員等）

感染症防疫作業に従事 1回につき　500円

福祉事務手当 社会福祉主事
福祉（生活保護）に関する現地調査
に従事

月額　7,400円

防疫手当

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 74,275

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度） 11.5

1　収納対策室収納係職員
2　各徴収担当職員

1　市税の徴収及び滞納処分に従事
2　市営住宅使用料、下水道使用
　料、介護保険料等の徴収に従事

1　日額　300円
2　日額　300円

手当の種類（手当数） 7

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

行旅病人、死亡人等
収容手当

1　福祉総務課職員
2　福祉総務課職員
3　環境事業課、環境政策課
　 職員

1　行旅病人の収容に従事
2　行旅死亡人の収容に従事
3　犬、猫等の死体の処置及び捕獲
　の補助業務に従事

1　1回につき　1,600円
2　1回につき　4,000円
3　1体につき  500円

徴収手当

支給実績（平成26年度決算） 2,971
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(6) その他の手当（平成２７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

実績なし 実績なし

宿日直
手当

宿日直勤務を命ぜられた職員に支給
勤務1回につき　　　　4,200円
（勤務時間が5時間未満の場合は半額）

異なる
手当額
4,200円～
21,000円

実績なし

6,000

単身
赴任
手当

赴任によりやむを得ず単身生活をするこ
ととなった職員で、赴任前の住居から勤
務場所までの距離が一定以上の職員に対
して支給

基礎額26,000円に距離に応じ
6,000円～58,000円を加算

同じ

管理
職員
特別
勤務
手当

管理又は監督の地位にある職員が、臨時
又は緊急の必要により週休日等に勤務し
た場合に支給（平日深夜の場合は半額）

部長級の職員　        　　　8,000円
課長級の職員　　　　        6,000円
課長補佐級の職員　          4,000円

異なる

組織・官職の
違いにより
6,000円～
18,000円
（平日深夜の
場合は3,000
円～6,000
円）

6 千円

101,107

管理職
手当

管理又は監督の地位にある職員に対して
支給

部長職の職員　 46,100円又は44,400円
部次長級の職員　　　　　　 40,200円
課長級の職員　　　　　　　 33,500円
課長補佐級の職員　　　　　 25,200円

異なる

手当額
46,300円
　　～
130,300円

26,779 千円 446,317

通勤
手当

交通機関利用者　　運賃等の相当額
（上限55,000円）
自動車等利用者　3,000円～43,300円
（片道2km以上を距離に応じ17区分）

異なる

自動車等利
用者2,000円
～31,600円
（距離に応じ
13区分）

27,501 千円

239,580

114,038
住居
手当

持家　　　 　3,000円
借家　　上限29,000円（家賃等に応じ）

異なる
借家上限
27,000円

23,720 千円

（平成26年度決算）

扶養
手当

扶養親族のある職員に支給

配偶者　　　　　　　　　13,000円
配偶者以外の扶養親族
　1人目
　　配偶者がいる場合     6,500円
　　配偶者がない場合    11,000円
  2人目以降              6,500円
　満16歳に達する年度から満22歳に
　達する年度までの子に対する加算
　（1人につき）　　　　　5,000円

同じ 38,812 千円

手当名 内容及び支給単価
国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり
との異同 異なる内容 （平成26年度決算） 平均支給年額

実績なし
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５　特別職の報酬等の状況（平成２７年４月１日現在）

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　（1期の手当額） 　（支給時期）

　　（任期毎）

　　（任期毎）

（注）１　給料及び報酬の（　　）内は、減額措置（市長１０％、副市長３％）を行う前の金額である。

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）
　　　　　勤めた場合における退職手当の見込額である。

　　　３　市長の退職手当は、減額措置（１０％）後の給料月額を基礎として計算する。

退
職
手
当

　　（算定方式）

期
末
手
当

市 長

議 長 　　（平成26年度支給割合）

3.10

議 員

320,000

　　（平成26年度支給割合）

副 市 長 4.05

市 長 　　777,600円×在職月数×56.5/100

副 市 長 　　707,000円×在職月数×36　/100

副 議 長 399,000 575,000 340,000

副 議 長

議 員 370,000 522,000

報

酬

議 長 456,000 629,000 380,000

給

料

(864,000)

副 市 長 685,790 832,000 660,000

(707,000)

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 777,600 1,012,000 440,000

区 分 給 料 月 額 等

12,216,960

21,088,512
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６　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

808

そ  の  他

小　計

26 28 2 一部事業の縮小

454 454 0

一部事業の拡大

4

[       961      ］

18 17 △ 1 一部事務の縮小

804

152.31

7 0
介護保険

合　　計
[       961      ］

70.63

小　計

下 水 道 11 11 0
　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

病　　院 357 356 △ 1

7

水　　道 35 35 0

国民健康保険

＜参考＞

350 354 4 66.73

313 319 6 60.13

54.60

土　　　木 42 39 △ 3 一部事務の縮小

計
＜参考＞

26 0
商　　　工 7 7 0
農林水産 26

3 業務増
労　　　働

39
民　　　生 74 74 0
税　　　務 29 29 0

91 97 6 業務増、一部部門の移管
5 0

平成26年 平成27年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　　会 5

衛　　　生

総　　　務

教育部門 37 35 △ 2

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

42

主 な 増 減 理 由

＜参考＞

一部事務の縮小、一部部門の移管
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成２７年４月１日現在）

(3) 職員数の推移

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

△13　（△1.6％）804

83

２６年

人

△6　（△1.7％）

454

313

40

454

0　（0.0％）

△6　（△14.6％）

354

△7　（△1.5％）

（単位：人・％）

312

35

7

353

人人

108 808

過去５年間
の増減数（率）

以上

２7年

37

２５年

81

55歳

56歳

人人

442

357

312

　　 20 　　60

人

～

計

未満

799 792

99

一般行政

総合計 821

２２年 ２３年
　　　　　　　　　年　　度

　部　　門　　別

360

319

461

41

警察

4142

315

教育

公営企業会計計

消防

803

350352

440

普通会計計

450

２４年

60歳

71 64

59歳

～

31歳

～

39歳

～～
人

～

105

51歳

54

43歳 47歳

～

職員数
人 人 人 人 人人

921 43

32歳

23歳 35歳
～

27歳

20歳 20歳 24歳 28歳 52歳

～～

48歳44歳36歳 40歳

　 20　　　24　　　28　　　32　　　36　　　40　　　44　　　48　　　52　　　56　

歳
未
満

歳
以
上　 23　　　27　　　31　　　35　　　39　　　43　　　47　　　51　　　55　　　59　

区　分

319

808

0

5

10

15

構成比

５年前の構成比

%

～～～～～～～～～～
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７　公営企業職員の状況
(1)　病院事業
① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成27年3月31日現在の人数である。

イ　 特記事項（平成２７年４月１日現在）

病院事業管理者の給料　3％カット

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　　　　　　区　　分

千円

2,227,726 6,514 6,789

団体平均

医師

看護師

事務職

44.6 564,750

400,319 588,854

43.1 328,980 502,010

1,389,096

38.8 288,414 456,203

基本給 平均月収額

577,507 1,409,487

病院事業

医師

看護師 40.6 295,292

53.2

449,167

事務職

一人当たり給与費

千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

　　　　給与費 　　B/A　　　　　　Ａ

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）類似団体平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

一人当たり

26年度 5,597,470 △ 1,558,359 3,230,132 57.7 59.8

平成 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

　質収支 職員給与費比率 平成25年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

26年度 342 1,368,517 367,367 491,842

47.7

平　均　年　齢

平成 人
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③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合）

　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成２７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（平成２７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

制度なし16 25光市（医師）

支給実績（平成26年度決算） 15,750

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 630,000

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

49.59

23,755 24,1114,959

29.145 34.5825

49.59 49.59 49.59

3,186

光市病院事業 光市　（一般行政職）

34.5825

49.59 41.325 49.59

25.5562525.55625

41.325

29.145

１人当たり平均支給額（平成26年度） １人当たり平均支給額（平成26年度）

光市病院事業 光市　（一般行政職・団体平均等）

1,379

20.445

1.5

1.45 0.7 1.45

1.5

0.7

2.6

20.445

1,402

2.6
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エ　特殊勤務手当（平成２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

8

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支 給 実 績 （ 平 成 26 年 度 決 算 ） 54,631

職 員 １ 人当 た り 平均支給年額 （ 平成 25 年 度決算 ） 207

年末年始手当 全職員 12月29日から1月3日までの間に従事

1回
5時間以上　　  5,000円
5時間未満　  　2,500円

救急勤務医手当 医師
休日、夜間の宿日直において救急医
療に従事した医師

1回
5時間以上　 　10,000円
5時間未満      5,000円

1回
深夜全時間（看護師）6,800円
　 〃　   （介護士）6,200円
4時間以上 （看護師）3,300円
2時間以上 （看護師）2,900円
2時間未満 （看護師）2,000円

夜間看護・介護手当

二次救急手当

医師
医療技術職員
看護師
事務職員

二次救急業務に従事

1回
医師　　　  　20,000円
看護師　　　   1,000円
医療技術職員   7,200円
事務職員(日直）1,000円
事務職員　　　 7,200円

看護師、介護士 深夜の看護・介護業務に従事

職員 １人当 た り 平均支給年額 （ 平成 26 年 度決算 ）

76.3

手当の名称

医師             時間 3,000円
                 深夜 4,000円
医師以外         1回  1,000円
                 深夜 1,200円
医師以外の管理職 1回  1,500円
                 深夜 2,000円

救急処置手当 医師 宿日直勤務中に診療業務に従事
基本1,000円
救急車、入院対応1,000円加算
深夜2,000円加算

研究手当

手当の種類（手当数）

出務手当

153,641

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 481,633

支給実績（平成26年度決算）

主な支給対象職員

待機手当
医師
医療技術職員
看護師

緊急の用務に応じるための待機

1　日額　医師 　 2,000円
2　日額　その他　1,000円
3　透析のため待機する医師
　　日額　8000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度）

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

医師 医療に関する研究業務に従事

月額
院長　　 250,000円
副院長　 175,000円
部長　　 150,000円
医長     125,000円
医員     100,000円

183

支 給 実 績 （ 平 成 25 年 度 決 算 ） 58,583

医師（管理職）
医療技術職員
看護師

勤務時間外に緊急医療に従事
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カ　その他の手当（平成２７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

730,952

管理
職員
特別
勤務
手当

管理又は監督の地位にある職員が、臨時
又は緊急の必要により週休日等に勤務し
た場合に支給（平日深夜の場合は半額）

部長職の職員　　　　8,000円
課長級の職員　　　　6,000円
課長補佐級の職員  　4,000円

異なる

勤務1回につ
き
4,200円
（勤務時間が5
時間未満の場
合は半額）

15,350 千円

同じ 0 千円

宿日直
手当

宿日直勤務を命ぜられた職員に支給
勤務1回につき
医師職  20,000円
(勤務時間が5H未満半額）
事務職   7,200円
(勤務時間が5H未満半額)

651,00037,107 千円

同じ 0

単身
赴任
手当

赴任によりやむを得ず単身生活することとなっ
た職員で、赴任前の住居から勤務場所までの
距離が一定以上の職員に対して支給

基礎額26,000円に距離に応じ
6,000円～58,000円を加算

0

0 千円

106,378

住居
手当

持家　　　 3,000円
借家　上限29,000円（家賃等に応じ）

同じ 26,258 千円

通勤
手当

交通機関利用者　　運賃等の相当額
　　　　　　　　　　　　　（上限55,000円）
自動車等利用者　3,000円～43,300円
（片道2km以上を距離に応じ17区分）

同じ 33,190 千円

（医師）
院長　　25%
副院長 20%
部長     15%
医長　　10%
（医療技術職）
部長職の職員
43,400円
科長級の職員
33,600円
科長補佐級の職員
23,600円
（看護職）
部長職の職員
40,600円
副看護部長、師長職
の職員　　　31,800円

（事務職）
部長職の職員（8級）
46,100円
部長職の職員（7級）
44,400円
部次長職の職員
40,200円
課長級の職員
33,500円
課長補佐級の職員
25,200円

管理職
手当

管理又は監督の地位にある職員に対して支給

一部異なる 円

医師につい
ては給料月
額に役職毎
に定めた率を
乗じて支給。
医療技術職
及び看護職
については
支給額が異
なる。

平均支給年額
（平成26年度決算）

203,682

168,321

扶養
手当

扶養親族のある職員に支給

配偶者　　　　　　   13,000円
配偶者以外の扶養親族
　1人目
　配偶者がいる場合　  6,500円
　配偶者がない場合　 11,000円
  2人目以降　　　　　 6,500円
　満16歳に達する年度から満22歳に
　達する年度までの子に対する加算
　（1人につき）　　　 5,000円

同じ 30,145 千円

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（平成26年度決算）

支給職員１人当たり

医師で医師免許取得後年数により支給
307,000円から48,300円の範囲で医師免許取
得後の年数に応じ、調整数0.6を乗じて得た
額

千円44,459
初任給
調整手
当

1,778,360
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(2)　介護老人保健施設事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

平成25年度の総費用に占

職員数

　　　　　　Ａ

平成 人

26年度 27

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成27年3月31日現在の人数である。

イ　 特記事項（平成２７年４月１日現在） ※なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む 。

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ 1.45 ）月分 （ 0.7 ） 月分 （ 1.45 ） 月分 （ 0.7 ） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役職加算　5～20％ ・ 役職加算　5～20％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

総費用 純損益又は実 職員給与費

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

総費用に占める （参考）

質収支 職員給与費比率

区分

める職員給与費比率

平成 　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

Ａ  

26年度 441,143 △ 43,942 241,796 54.8 60.4

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 　　一人当たり （参考）類似団体平均

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　計　　　Ｂ 　　　給与費　　Ｂ／Ａ　　 一人当たり給与費

千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,876 31,888 137,312 5,086

区分

4,962

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

光市（介護老人保健施設事業） 41.4 285,642 423,802

92,548

団　体　平　均 40.6 272,498 411,328

光市（介護老人保健施設事業） 光　　　　　　市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（平成26年度） １人当たり平均支給額（平成26年度）

1,181 1,379

2.6 1.5 2.6 1.5
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イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当 ※支給していない

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

20.445 25.55625 20.445 25.55625

光市病院事業 光市　（一般行政職）

49.59

3,333

49.59

0

29.145

41.325

34.5825

49.59

支給実績（平成26年度決算） 6,369

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 335,211

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度） 70.4

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

夜間看護・介護手当 看護師、准看護師、介護士
深夜の看護・介護業務に従
事

看護師、准看護師 1回 6,800円
介護士　　　　　 1回 6,200円

年末年始手当 全職員 12/29～1/3に勤務した者

1回
5時間以上　　5,000円
5時間未満　　2,500円

支給実績（平成26年度決算） 2,609

職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 104

支給実績（平成25年度決算） 2,694

職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 112

4,959 24,111

29.145 34.5825

41.325 49.59

49.59 49.59
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カ　その他の手当（平成27年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価

扶養親族のある職員に支給

配偶者 13,000円

配偶者以外の扶養親族　

　　1人目

　　配偶者がいる場合　 　 6,500円

　　配偶者がない場合　　 11,000円

　　2人目以降　　　　　 　6,500円

　　満16歳に達する年度から満22歳に

　　達する年度までの子に対する加算

　　（1人につき）　　　　　　 5,000円

持家　　　 3,000円

借家　上限29,000円（家賃等に応じ）

交通機関利用者　　運賃等の相当額

　　　　　　　　　　　　　（上限55,000円）

自動車等利用者　3,000円～43,300円

（片道2km以上を距離に応じ17区分）

（事務職）

課長級の職員　　　　　33,500円

課長補佐級の職員　　25,200円

（看護職）

部長級の職員　　　　　40,600円

副看護部長、師長職の職員　31,800円

管理又は監督の地位にある職員が、臨時

又は緊急の必要により週休日等に勤務し

た場合に支給（平日深夜の場合は半額）

部長職の職員　　　　　8,000円

課長級の職員　　　　　6,000円

課長補佐級の職員　　4,000円

赴任によりやむを得ず単身生活することと

なった職員で、赴任前の住居から勤務場所

基礎額26,000円に距離に応じ

6,000円～58,000円を加算

（平成26年度決算） 平均支給年額
（平成26年度決算）

1,728 千円 216,000

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

円

住居
手当

同じ 944 千円 94,400 円

扶養
手当

同じ

通勤
手当

同じ 2,170 千円 108,500

管理職
手当

管理又は監督の地位にある職員に対して支給

一部異なる
看護師職につ
いては、支給額
が異なる

784 千円

0 千円 0

円

392,000 円

円

単身
赴任
手当

同じ 0 千円 0

同じ

円
までの距離が一定以上の職員に対して支給

管理
職員
特別
勤務
手当
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(3)　水道事業
① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）

資本的収支16,382千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成２７年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項（平成２７年４月１日現在）
水道事業管理者の給料　3％カット

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合）
　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分 月分 月分

（ ）月分  月分 （ 1.45 ） 月分 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算　5～20％ ・ 役職加算　5～20％
（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成２７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）
（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１人当たり平均支給額　　　　 千円　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した職員に支給された平均額です。

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める

　質収支 職員給与費比率 平成25年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

26年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

1,994,933 181,255 295,704 14.8 22.5

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

26年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

35 143,680 32,792 52,461 228,933 6,541 6,129

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

光市水道事業 40.33 347,379 550,364

団 体 平 均 44.9 348,021 517,229

事 業 者

光市水道事業 光　　　　　　市（一般行政職）

１人当たり平均支給額（平成26年度） １人当たり平均支給額（平成26年度）

1,499 1,379

2.6 1.5 2.6 1.5

1.45 （ 0.7 ） （ 0.7 ）

　光市水道事業 光　　　　　　市（一般行政職）

（支給率）　　　　　　　　 自己都合　           応募認定・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625
29.145 34.5825 29.145 34.5825
41.325 49.59 41.325 49.59
49.59 49.59 49.59 49.59

　　定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

0 0 4,959 24,111
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ウ　地域手当 ※支給していない

エ　特殊勤務手当（平成２７年４月１日現在）
千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支給実績（平成26年度決算） 6,149

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 175,678

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度） 100.0

手当の種類（手当数） 7

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

現場手当1種 浄水課職員 交替制業務に従事 日額400円

現場手当2種 工務課職員、業務課料金係職員
現場監督及び施設の維持
管理並びに滞納整理・停
水に従事

日額300円

現場手当3種 浄水課職員
高圧受電施設によるﾎﾟﾝﾌﾟ
運転及び劇薬の取り扱い
に従事

日額200円

業務手当 水道企業職員 水道企業に従事 月額平均給料の4％以内

職務手当 浄水課水質係職員
周南都市水道水質検査ｾ
ﾝﾀｰに派遣している職員

月額9,000円

非常出務手当 全職員
勤務時間外に緊急のため
予告を受けずに従事

1回につき3,000円

年末年始手当 全職員
12月29日～1月3日までの
間に従事

1日につき9,000円

支 給 実 績 （ 平 成 26 年 度 決 算 ） 11,526

職 員 １ 人当 た り 平均支給年額 （ 平成 26 年 度決算 ） 329

支 給 実 績 （ 平 成 25 年 度 決 算 ） 12,120

職 員 １ 人当 た り 平均支給年額 （ 平成 25 年 度決算 ） 359
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カ　その他の手当（平成２７年４月１日現在）

円

円

円

円

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

（平成26年度決算） 平均支給年額

（平成26年度決算）

千円 107,794

扶養
手当

扶養親族のある職員に支給

配偶者　　　　　　　　13,000円
配偶者以外の扶養親族
　1人につき　        　6,500円
　配偶者がない場合　　11,000円
  満16歳に達する年度から満22歳に
　達する年度までの子に対する加算
　（1人につき）　　　　5,000円

同じ 6,587 千円

異なる

自動車等利
用者
3,000円
　　～
43,300円
（片道2km以
上を距離に
応じ17区分）

2,982 千円

286,391

住居
手当

持家　3,000円
借家　上限30,000円（家賃等に応じ）

異なる

借家は上限
29,000円 3,773

85,200

管理職
手当

管理または監督の地位にある職員に対して支
給
局次長職の職員　　  給料月額 × 10％
課長級の職員　　　　 給料月額　× 8％

異なる 定率制 1,936 千円 484,122

通勤
手当

交通機関利用者　　運賃等の相当額
　　　　　　　　　　　　　　（上限55000円）
自動車等利用者4,200円～26,000円
（片道2ｋｍ以上を距離に応じ11区分）
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